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規　
　

則

○
熊
本
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　

（
自
然
保
護
課
）　

一

　

熊
本
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　
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義　

子

熊
本
県
規
則
第
四
十
二
号

　
　
　

熊
本
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

（
熊
本
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

熊
本
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
熊
本
県
規
則
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を

　

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
十
条
第
十
号
中
「
沿
岸
漁
業
等
振
興
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
八
条
第
二
項

　

第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
行
う
た
め
に
必
要
な
同
条
第
一
項
の
構
造
改
善
事
業
」
を
「
沿
岸
漁
業
（
漁

　

業
再
建
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
沿
岸
漁

　

業
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
生
産
基
盤
の
整
備
及
び
開
発
を
行
う
た
め
に
必
要
な

　

沿
岸
漁
業
の
構
造
の
改
善
に
関
す
る
事
業
」
に
改
め
る
。

　

（
熊
本
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

熊
本
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
熊
本
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を

　

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
十
三
条
第
一
号
ハ　

中
「
沿
岸
漁
業
等
振
興
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
八
条

（チ）

　

第
二
項
に
掲
げ
る
事
項
を
行
う
た
め
に
必
要
な
同
条
第
一
項
の
構
造
改
善
事
業
」
を
「
沿
岸
漁
業
（
漁

　

業
再
建
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
沿
岸
漁

　

業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
構
造
の
改
善
に
関
す
る
事
業
」
に
改
め
る
。

　
　

第
十
七
条
第
一
号
ヘ
中
「
沿
岸
漁
業
等
振
興
法
第
八
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
行
う
た
め

　

に
必
要
な
同
条
第
一
項
の
構
造
改
善
事
業
」
を
「
沿
岸
漁
業
の
生
産
基
盤
の
整
備
及
び
開
発
を
行
う
た

　

め
に
必
要
な
沿
岸
漁
業
の
構
造
の
改
善
に
関
す
る
事
業
」
に
改
め
る
。

　

（
熊
本
県
希
少
野
生
動
植
物
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条　

熊
本
県
希
少
野
生
動
植
物
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
三
年
熊
本
県
規
則
第
二
十

　

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
十
条
第
一
号
ハ　

中
「
沿
岸
漁
業
等
振
興
法 （
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
八
条
第

（チ）

　

二
項
に
掲
げ
る
事
項
を
行
う
た
め
に
必
要
な
同
条
第
一
項
の
構
造
改
善
事
業
」
を
「
沿
岸
漁
業
（
漁
業

　

再
建
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
沿
岸
漁
業

　

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
構
造
の
改
善
に
関
す
る
事
業
」
に
改
め
る
。

　
　

第
十
二
条
第
一
号
ヘ
中
「
沿
岸
漁
業
等
振
興
法
第
八
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
行
う
た
め

　

に
必
要
な
同
条
第
一
項
の
構
造
改
善
事
業
」
を
「
沿
岸
漁
業
の
生
産
基
盤
の
整
備
及
び
開
発
を
行
う
た

　

め
に
必
要
な
沿
岸
漁
業
の
構
造
の
改
善
に
関
す
る
事
業
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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